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Ⅰ 本年の報告・勧告の概要 

１ 本年の給与改定 

～ 月例給、ボーナスともに引上げ ～ 

・ 月例給の公民給与の較差 440 円（0.11％）を解消するため、給料表の一部を引上げ改定

（初任給及び 30歳台半ばまでの若年層職員が多く在職する級号給）

・ 期末・勤勉手当（ボーナス）を 0.05 月分引上げ（年間支給月数 4.45 月→4.50 月）

２ 住居手当の見直し 

・ 人事院報告の内容を考慮して、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を改定

＜報告及び勧告の基本的な考え方＞ 

１ 人事委員会の報告・勧告制度は、公務員の労働基本権制約に対する代償措置として、社会

一般の情勢に適応した適正な職員の勤務条件を確保し、公正で効率的な行政運営を進める上

での基盤であり、職員の勤務条件について県民の理解と納得を得る重要な役割を担うものと

して認識 

２ 職員の給与は、国家公務員の給与との均衡も考慮しつつ、民間従業員の給与と均衡させる

ことを基本とし、本年４月分の職員と民間従業員の給与の実態を調査し、両者を比較した上

で改定について判断 

＜報告及び勧告の内容＞ 

１ 職員給与と民間給与との比較 

(1) 月例給（毎月きまって支給される給与）

職員※１と、これに類似する民間従業員（事務・技術関係職種）の本年４月分の給与月額につ

いて、役職段階、学歴、年齢が同じ者同士を比較（ともに今年度の新規学卒の採用者を除く。） 

職員の給与（A） 民間従業員の給与（B） 
較差（B）－（A） 

較差額 較差率※２ 

395,105 円 395,545 円 440 円 0.11％ 

※１ 職員給与算定の対象となる行政職給料表(1)及び学校行政職給料表適用職員（行政職員）

※２ 民間従業員の平均給与月額が、公民比較の対象となる行政職員の平均給与月額を、どの程度上回ってい

る（又は下回っている）かを示した割合

(2) 特別給（ボーナス）

職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数と昨年８月から本年７月までの１年間に民間従

業員に支給された特別給（ボーナス）の支給割合を比較 

職員の支給月数（A） 民間従業員の支給月数（B） 差（B）－（A） 

4.45 月 4.50 月※３ 0.05 月 

※３ 昨年８月から本年７月までの実績である4.52月分について、国に準じて0.05月ごとの区切りとなるよう

小数点以下第２位で二捨三入し、4.50月とした。

＜ 本年の勧告のポイント ＞ 
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２ 本年の給与改定 

(1) 月例給（毎月きまって支給される給与）

本年４月分の職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、同月に遡及して給料表

を引上げ改定 

ア 行政職給料表(１)・学校行政職給料表

項目 内容 改定額 改定率※４ 

給料表

改定 

・ 高校卒業程度の試験に係る初任給について2,000円、大学卒業程

度の試験に係る初任給について1,500円それぞれ引上げ 

・ 30歳台半ばまでの若年層職員が多く在職する級号給を200円から

2,000円の間で引上げ 

388円 0.10% 

はね返

り分 

給料月額等を算定基礎としている諸手当（地域手当等）の額が、給料

表の改定に伴い増減する分 
47円 0.01% 

計 435円 0.11% 

※４ 行政職員（今年度の新規学卒の採用者を含む。）を対象に、給与改定を行った後の平均給与月額が、改

定前の平均給与月額をどの程度上回る（又は下回っている）かを示した割合

イ その他の給料表（公安職給料表、教育職給料表等）

行政職給料表(１)との均衡を基本に改定

(2) 期末手当・勤勉手当（ボーナス）

ア 民間の特別給の支給月数との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引上げ

イ 民間の支給状況を踏まえつつ、勤務実績をより給与に反映する取組みを推進するた

め、引上げ分を勤勉手当に配分

ウ 勤勉手当の支給月数は６月期及び12月期が均等となることが基本であるが、今年度

分は任命権者が配分を検討し決定

一般の職員の場合の支給月数 

区分 
期末手当 勤勉手当 

合計 
６月期・12 月期 年間計 ６月期・12 月期 年間計 

令和 
元年度 

各期 1.30 月 
（改定なし） 

2.60 月 
（改定なし） 

引上げ分は任命権者 
が配分を検討し決定 

（現行 各期 0.925 月） 

1.90 月 
（現行 1.85 月）

 4.50 月 
（現行 4.45 月）

２年度 
以降 

各期 1.30 月 2.60 月 各期 0.95 月 1.90 月  4.50 月 

【参考】行政職員（平均年齢 42.0 歳）の平均年間給与※５ 

※５ 月例給の12ヶ月分とボーナスの合計額

３ 住居手当の見直し（令和２年４月１日から実施） 

手当の支給対象となる家賃額の下限については、人事院報告の内容を考慮し、4,000円引上げ 

最高支給限度額については、民間の支給状況を勘案し、改定を見送ることが適当 

経過措置については、任命権者において、人事院報告における経過措置の内容を踏まえつ

つ、本県の手当の支給実態を考慮した上で、適切に対応 

４ その他の給与上の課題 

 国における定年の引上げ及び給与カーブの在り方に関する検討の動向等を注視するととも

に、国家公務員の給与水準との均衡や、国の俸給表と本県の給料表の級や号給の構成に一部

相違があること等を考慮しつつ、本県における採用から退職までの給与カーブの在り方につ

いて研究 

平均年間給与 差額（率） 

勧告前 ６,５０２  千円 ２７千円 

（０.４％） 勧告後（令和元年度） ６,５２９  千円 
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５ 公務運営 

(1) 人材の確保・育成

ア 多彩な人材の確保と採用制度

(ｱ) 今後大幅に不足すると見込まれる管理監督者層の候補となる人材の確保を目的と

した採用選考区分を新設。今後も職員構成や採用環境の変化を見据え採用試験等の

制度を改善 

(ｲ) より多くの受験者を確保するため「神奈川県ナビゲーター制度」を導入。採用試

験等の制度についても受験者確保に向けた見直しを推進 

(ｳ) 昨年度から障がい者を対象とした採用選考を知的障がい者と精神障がい者にも門

戸を拡大して実施。今後も継続して障がい者採用の促進に向け取組みを推進。任命

権者には、計画的採用と配置に当たっての障がいの状況に応じた適切な配慮を要請 

イ 人材育成とキャリア形成

(ｱ) 職員の質の向上を図るためには、ＯＪＴや研修等の充実が重要であり、また適切

な人事評価を行い、成果を育成に活かしていくことが必要。任命権者には、このよ

うな取組みにより、幅広い視野と高いマネジメント能力を有する職員の育成を図る

ことを要請 

(ｲ) 職員が主体的に職務分野を選択するキャリア選択型人事制度については、職員の

能力の一層の向上と主体性をより踏まえたキャリア形成が可能な制度となるよう期待 

ウ 多様な人材の活躍推進

(ｱ) 女性職員については、幹部職員としての適性や意欲等を適切に評価し、更なる登

用拡大を図ることが必要 

(ｲ) 男女問わず育児等を行う職員が働きやすい職場環境を整えることが重要だが、男

性職員の育児休業等取得率は低水準。任命権者には、仕事と家庭の両立支援制度の

周知や気軽に制度を活用できる雰囲気づくりなどの意識啓発にも注力を期待 

(ｳ) 障害者の雇用促進等に関する法律の改正の趣旨も踏まえ、任命権者には、障がい

のある職員が活躍できる組織の実現に向けた一層の取組みを期待 

(2) 働き方改革と勤務環境の整備

ア 働き方改革による長時間労働是正等の取組み

(ｱ) 条例・規則の上限時間を超過する時間外勤務があったことから、任命権者におい

て、再発防止を徹底し、上限設定に関する条例・規則を確実に遵守することはもと

より、更なる長時間労働の是正等に努めることを要請 

(ｲ) 本県教育委員会において、速やかに、勤務時間を客観的に把握する体制を整える

とともに、今後策定する「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を遵守しなが

ら、教員の負担軽減に向けた取組みを確実に推し進めていくことを要請 
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イ 仕事と家庭の両立支援と職員が能力をより発揮できる勤務環境の整備

任命権者において、在宅勤務が行える場所に介護先を追加するなど多様で柔軟な働

き方を進めることは、全ての職員のワーク･ライフ･バランスの実現と、その能力の十

分な発揮につながるものであり、引き続き取組みを進めることを期待 

ウ 健康管理対策の推進

ストレスチェックにおける高ストレス者の占める割合が増加傾向であること、また、

健康診断の総合判定Ａ及びＢの割合が数値目標を達成できていない等の状況を踏まえ、

任命権者が、職員の心身両面にわたる健康の保持、増進を図る取組みを一層推進して

いくことを期待 

エ 職場におけるハラスメントの防止

本年６月のパワー・ハラスメント防止対策に関する法改正を受け、国は事業主が講

ずべき措置等の具体的内容について指針を示すとしており、任命権者において、国の

指針への対応も含め、ハラスメント防止のための必要な対策をより一層進め、ハラス

メントのない職場の実現を図ることを要請

オ 非常勤職員等の勤務条件

(ｱ) 人事院は本年報告で新たに非常勤職員に夏季休暇を設けるとしており、任命権者

に対し、国等との権衡を考慮し、必要な措置を講じることを要請 

(ｲ) 会計年度任用職員制度の導入に当たり、任命権者において、引き続き非常勤職員

等の勤務条件について、適切に検討していくことが必要 

(3) 定年の引上げ等、高齢層職員をめぐる状況

高齢層職員のモチベーションの向上を図り、知識・経験を一層活用することが求めら

れており、定年の引上げは望ましい。ただし、定年を引き上げる場合には、職員の人事

管理に大きな影響を与えるため、今後、国から示される詳細な制度設計等を注視しつつ、

十分に検討していくことが必要 
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Ⅱ 給与勧告のしくみ 

１ 給与勧告の対象職員の状況等（平成 31 年４月１日現在） 

【給与勧告の対象職員数】 

【学歴別構成割合】 

区 分 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 

全 職 員 ７２．７ ％ ６．２ ％ ２０．９ ％ ０．１ ％ 

行 政 職 員  ７０．９ ８．４ ２０．１ ０．６ 

【性別構成割合】 

区 分 男 女 

全 職 員 ６６．８ ％ ３３．２ ％ 

行 政 職 員  ６０．７ ３９．３ 

【平均年齢】 

区 分 平均年齢 

全 職 員 ３９．９ 歳 

行 政 職 員  ４２．０ 

一般職員

10,071人

（21.8%）

教育職員

20,717人

（44.9%）

警察官

15,322人

（33.2%）

一般職員のうち行政職員数 

8,794 人（19.1％） 

行政職員：行政職給料表（1）及び 
学校行政職給料表※の適用職員 

総 計 
46,110 人 

前年度の対象職員数（構成比） 
一般職員：10,157 人（21.9%） 
教育職員：21,022 人（45.2%）
警察官 ：15,283 人（32.9%） 
総  計：46,462 人 

※ 県立学校や県費負担（法に基づき給与の

一部を県が負担）の市町村立学校に勤務す

る事務職員に適用

注１ 職員の給与に関する条例、学校職員の給与等に関する条例、任期付研究員の採用等に関する条例

及び任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける職員を対象（企業行政職給料表及び技能職給

料表の適用を受ける職員は対象外） 

２ 給与勧告の対象職員数の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100.0%に

ならない場合がある 
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２ 給与勧告の基本的な考え方 
○ 公務員は民間の従業員とは異なり、団体交渉権、争議権の一部が制約されてい

るため、その代償措置として、地方公務員法に基づき人事委員会による給与勧告

制度が設けられています。この制度は職員の給与について、県民の理解と納得を

得る重要な役割を担っています。

○ そのため、本委員会は、職員の給与を、国家公務員の給与との均衡も考慮しつ

つ、その時々の生計費、経済・雇用情勢等を反映した民間従業員の給与と均衡さ

せることが基本であると考えています。

○ また、毎月支払われる月例給については、民間の従業員と職員の４月分の給与

を調査して比較し、特別給（ボーナス）については、過去１年間の民間の支給月

数を調査して職員の１年間の支給月数と比較した上で、給与勧告を行っています。

○ この方法は、情勢適応の原則や均衡の原則など、給与決定の原則に則った最も合

理的な方法と考えられています。

知 事県議会

民間給与の調査

事業所別調査
給与改定・諸手当制度

ボーナス等を調査

従業員別調査
平成31年４月分給与

42,892人分を調査

◇職員（行政職員）及び民間の特別給の

支給月数、各種手当等を比較

◇職員(行政職員)と民間の月例給を比較

◇役職・年齢・学歴が同種・同等の者同士を比較

(ラスパイレス方式)

職員給与の調査

個人別調査

平成31年４月分給与

全職員46,110人分を調査

（うち行政職員8,794人）

情勢適応の原則・均衡の原則

◇国家公務員給与との均衡 ◇他の都道府県職員給与との均衡

給与改定、諸手当制度の見直しの検討

人事委員会給与勧告

条例案提出

（条例の改正） （勧告の取扱い決定）

調査対象
企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内3,322事業所

のうち、層化無作為抽出法により抽出した728事業所を対象に、平成

31年４月に支払われた給与月額等を調査
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0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

＜企業規模50人以上＞ ＜企業規模50人未満＞

役職段階の例 役職段階の例

部　　長

課　　長 課　　長

課長代理

係　　長

係　　員 係　　員

３ 民間給与の調査対象 

○ 企業規模50人以上（図１）、かつ事業所規模50人以上の県内3,322事業所（図２）の

うち、層化無作為抽出法（図３）により抽出した728事業所（図４）を対象に、事務・

技術関係職種等42,892人の本年４月に支払われた給与月額等を調査しました。

（図１）民間給与の調査対象 

＜企業規模別の調査対象事業所【抽出前・抽出後】＞ 
 

 

 

 

（図２）抽出前  

（図３）【層化無作為抽出法】（抽出のイメージ） 

調査対象 

3,322 事業所 

50 人以上 100 人未満 

433 事業所(13.0％)

100 人以上 500 人未満 

1,195 事業所(36.0％） 

50 人以上 100 人未満 

93 事業所(12.8％）
100 人以上 500 人未満 

262 事業所(36.0％） 

500 人以上 

373 事業所(51.2％) 

（図４）抽出後  

500 人以上 

1,694 事業所(51.0％) 

調査する事務・技術関係職種等の従業員のグループ内の同

種の全従業員に占める割合が、どのグループにおいても同

等となるよう事業所を無作為で抽出します。 

調査対象 

728 事業所 

従業員数による企業規模、産業、地域、

本・支店に応じて、事業所をグループ分け

します。 

◇ 企業規模50人以上の多くの民間企業においては、公務と同様、課長・係長等の役職段階が
あることから、同種・同等の者同士による比較が可能となります。

◇ 現行の調査対象であれば、実地による精緻な調査が可能です。
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××

＜比較方法＞ （１級、大卒、22・23歳の比較）

中卒
18･19歳

…

16･17歳

高卒
20･21歳

…

18･19歳

行政職員

大卒

役職段階 学歴 年齢階層 民間給与総額 職員給与総額

役職段階ごとに「１級

(主事等)」同様、民間

給与と職員給与を算定

平成31年の公民較差 440円（0.11％）

【算定方法】
民間給与の平均額 － 職員給与の平均額

(395,545円) (395,105円)

（Ａ） （Ｂ）

職員給与総額÷職員総数

＝395,105円（Ｂ）

（職員給与の平均額）

１級(主事等)

２級(高度の知識経験を

必要とする主事等)

３級(主任主事等)

４級(主査等)

５級(副主幹等)

６級(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ等)

７級(本庁の課長等)

８級(本庁の部長等)

９級(局長等)

10級(理事等)

…

民間給与×職員数
24･25歳

…

22･23歳

…

職員給与×職員数

短大卒
22･23歳

…

20･21歳

民間給与総額÷職員総数

＝395,545円（Ａ）

（民間給与の平均額）

平均給与月額
職員１級、大卒、22・23歳

平均給与月額
民間係員、大卒、22・23歳

職員数

民間給与 職員給与

比較

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

民間給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

…

職員給与×職員数

職員数

４ 民間給与との比較方法（ラスパイレス方式）
○ 本委員会は、一般の行政事務を行っている職員（行政職給料表（1）及び学校行

政職給料表の適用職員）と、これに類似すると認められる事務・技術関係職種の

民間従業員を対象に、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくす

る者同士の４月分の給与月額を対比させ、民間従業員の給与月額を、職員の人員

構成に置き換えて算出した平均給与月額（Ａ）と、職員の平均給与月額（Ｂ）と

の精密な比較（ラスパイレス方式）を行っています。 
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1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

主事等

高度の知識
経験を必要
とする主事

等

主任
主事等

主査等
副主幹

等

グループ
リーダー

等

本庁の
課長等

本庁の
部長等

局長等 理事等

１～８
号給

1,500円

１～７
号給

800円
～

200円

61～70号給

１～41
号給

改定なし

71～80号給

81～90号給

91～125号給

57～79
号給

1,400円
～

200円

80～93
号給

改定なし

8～101
号給

改定なし

１～93
号給

改定なし

１～65
号給

改定なし

【⑤】

25～47
号給

1,400円
～

200円

【③】

48～125
号給

改定なし

１～21
号給

改定なし

１～15
号給

1,200円
～

200円

16～105
号給

改定なし

【④】

　級

号給

１～10号給

11～20号給

21～30号給

25～56
号給

1,500円

【②】

９～31
号給

1,400円
～

200円

１～24
号給

2,000円
～

1,600円

【①】

１～45
号給

改定なし

32～113
号給

改定なし

1～24
号給

1,500円

31～40号給

41～50号給

51～60号給

基準

職務

改定前 改定額 改定後

給料月額 （改定率） 給料月額

主事等 2,000円

（新規高校卒） (1.3%)

主事等 1,500円

（新規大学卒） (0.8%)

1,100円

(0.4%)
246,400円③

高度の知識経験を必要と
する主事等

32歳 2-34 245,300円

改定なし

改定なし

表１
記載番号

職 年齢 級ｰ号給

① 18歳 1-9 153,000円 155,000円

② 22歳 1-29 187,300円 188,800円

⑤ 本庁の課長等 54歳 7-65 452,100円

④ 主査等 47歳 4-70 369,900円

※１ ※２

５ 給料表の改定について 
○ 本年４月時点で、職員の給与が民間従業員の給与を440円（0.11%）下回っている

ことから、民間従業員の給与との均衡を図るため、職員の給料表を改定することに

より月例給を引上げ、この較差を解消することとしました。 

○ 民間との給与比較を行っている「行政職給料表(1)」及び「学校行政職給料表」の

改定に当たっては、高校卒業程度の試験に係る初任給について2,000円、大学卒業程

度の試験に係る初任給について1,500円引き上げるとともに、30歳台半ばまでの若年

層職員が多く在職する級号給を200円から2,000円の間で引き上げることとしました。 

○ 行政職給料表(1)の各級号給の改定額、主な職の改定額については、下記（表１）

及び（表２）のとおりです。 

（改定前後の各級号給の給料月額等の詳細は、ホームページ「令和元年 職員の給与等

に関する報告及び給与改定に関する勧告」に掲載） 

（表１）【行政職給料表(1)における各級号給別の改定額】  

（表２）【行政職給料表(1)における主な職の改定額】 

※１：各職の平均年齢を記載  ※２：各職の平均年齢の者が、最も多く適用されている号給を記載（※１・２ともに①・②を除く）
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給料表 388 円 

※３：職員給与には、給料のほか、地域手当、扶養手当、住
居手当等の手当を含みます。

【民間との較差について】 

○ 行政職員一人当たりの「改定後の平均給料月額」から「改定前の平均給料月額」

を引いた額が 388 円となります。この額が給料表改定に伴い、まず必要となる額です。 

○ この 388 円に、はね返り分の 47 円を加えた額が、給料表改定に伴う行政職員一人

当たりの平均改定額（435 円）となります。 

○ 「行政職給料表(1)」及び「学校行政職給料表」以外の給料表については、「行政

職給料表(1)」との均衡を基本に改定することとしました。 

行政職員数（Ａ） 8,794 人 平成 31 年４月１日現在の行政職員数 

改定前総額（Ｂ） 2,921,742,488

円 

平成 31 年４月に支給された行政職員給料月

額の総額 

改定前平均給料月額（Ｃ） 

【Ｂ／Ａ】 

332,243 円 改定前総額（Ｂ）を行政職員数(Ａ）で除し

た平均給料月額(小数点以下第１位を四捨五

入した額) 

改定後総額（Ｄ） 2,925,158,388

円 

改定後の行政職員給料月額の総額 

改定後平均給料月額（Ｅ） 

【Ｄ／Ａ】 

332,631 円 改定後総額（Ｄ）を行政職員数（Ａ）で除し

た平均給料月額(小数点以下第１位を四捨五

入した額) 

給料表改定に伴い必要となる額（地域手

当等へのはね返り分を除く）【Ｅ－Ｃ】 

388 円 改定後平均給料月額（Ｅ）を改定前平均給料

月額（Ｃ）で引いた額 

民間給与 

395,545 円 

職員給与※３ 

395,105 円 

較差 4４０円 

はね返り分※４ 47 円 

はね返り分(注)47 円

改定の内訳 

※４：はね返り分とは、地域手
当のように、給料等の一定割
合により手当額が定められて
いるものが、給料表改定の影
響により、増減する分のこと
を指します。
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６ 最近の給与報告・勧告の状況 

月例給 期末・勤勉手当 

公民較差 年間支給月数 対前年比増減 

平成 22 年 △0．12％（△496 円） 引下げ 3．95 月 △0．20 月

平成 23 年 △0．11％（△439 円） 引下げ 3．95 月 
勧告なし 

（改定なし） 

平成 24 年 △0．06％（△245 円） 引下げ 3．95 月 
勧告なし 

（改定なし） 

平成 25 年 0．07％（  298 円） 
勧告なし 

（改定なし） 3．95 月 
勧告なし 

（改定なし） 

平成 26 年 0．42％（1,698 円） 引上げ 4．10 月 ＋0．15 月 

平成 27 年 0．68％（2,736 円） 引上げ 4．20 月 ＋0．10 月 

平成 28 年 0．20％（  784 円） 引上げ 4．30 月 ＋0．10 月 

平成 29 年 0．13％（  505 円） 引上げ 4．40 月 ＋0．10 月 

平成 30 年 0．17％（  697 円） 引上げ 4．45 月 ＋0．05 月 

令和元年 0．11％（  440 円） 引上げ 4．50 月 ＋0．05 月 

人事委員会とは 

 人事委員会は、地方公務員法の定めるところにより設置され、３人の委員をもって組織され

ています。地方公共団体における人事行政の専門性・特殊性の観点から、専門的・中立的機関

として権限を行使し、より適正な人事が行われるようにすることが人事委員会の使命です。 

人事委員会の権限は、性格により以下の３つに分類できます。 

① 行 政 権 限 ：給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき

措置について地方公共団体の議会及び長への勧告、 

競争試験または選考試験の実施 等 

② 準司法的権限：勤務条件に係る措置要求の審査、不利益処分の審

査請求の審査 等 

③ 準立法的権限：人事委員会規則の制定 等
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